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現状と課題                                
地球温暖化などの気候変動問題は、私たち一人ひとりはもちろん、地球上に生きる全ての

生き物に影響を与える喫緊の課題です。 

2015（平成 27）年に COP21 で、「産業革命前からの平均気温上昇を２℃未満に抑える」、

「今世紀後半に人為起源の温室効果ガス排出を正味ゼロにする」ことを記した「パリ協定」

が採択され、2020（令和２）年から本格運用が始まりました。 

さらには、近年、熱波や大雨、干ばつ等極端な異常気象が世界各地で頻発しています。2021

（令和３）年 8月に国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）※8第 6次報告書の自然科

学的根拠を担当する第 1作業部会による報告では、「人間の影響が大気、海洋および陸域を

温暖化させてきたことには疑う余地はない」と断定し、地球温暖化の進行で気象災害は拡大

すると警告しています。 

国においては、気候変動への適応を進めるため 2018（平成 30）年に「気候変動適応法」

を施行し、また、2021（令和３）年には「2050 年の温室効果ガス排出実質ゼロ」を基本理念

として明記した「地球温暖化対策推進法」の一部改正が行われました。それを受けて 2021

（令和３）年に改定された「地球温暖化対策計画」において、2030 年度目標として 2013 年

度比 46%減の目標が掲げられ、国全体で取り組みが推進されています。 

本市においては、国に先立ち 2019（令和元）年 11 月 28 日に、脱炭素社会の実現と SDGs

未来都市としての取り組みをさらに加速化させるため、「2050 年二酸化炭素排出量実質ゼロ」

を表明し、さらに、これら国内外の動向に対応するため、気候変動の原因となる温室効果ガ

スの排出を抑制する「緩和策」と気候変動の影響に対応し、被害を最小化・回避する「適応

策」を両輪とした「郡山市気候変動対策総合戦略」を 2021（令和３）年 3 月に策定し、そ

の後、国の目標の見直しを受け、2023 年 3 月に目標の一部見直しを行いました。 

2050 年の「Carbon Neutral City Koriyama」を目指し、市民、事業者と連携した地域の

脱炭素化と気候変動の影響への適応策を進め、気候変動に対応するレジリエントなまちづ

くりに取り組みます。 

  

                                                                                                                                                            

※8 気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change）：人為起源による気候変化、

影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的と

して、1988 年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）により設立された国連の組織。 

柱１ 
気候変動に対応するレジリエントなまちづくり 

【脱炭素社会の実現】 
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図４-１ 本市の部門別温室効果ガス排出量の推移※9 

本市の部門別温室効果ガス排出量の推移を見ると、東日本大震災以降、産業部門、業務部

門、家庭部門は減少傾向となっています。運輸部門については、基準年度 2013（平成 25）

年度から増加しています。エネルギー転換部門はほぼ横ばいとなっています。産業部門、業

務部門、家庭部門は、省エネ対策が進んだこと等により減少傾向となっていると考えられま

す。運輸部門については、台数、使用頻度が増えたこと等が増加の要因と見られ、部門別で

一番の排出量となっていることから、対策が求められます。 

また、近年の猛暑において本市を管轄する「郡山地方広域消防組合」管内における熱中症

患者は年々増加しており、2023 年には過去最多の 307 人となっています。その他洪水対策

等のハード整備も含め、気候変動への適応策の充実が市としても一層求められていると言

えます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

図４-２ 「郡山地方広域消防組合」管内における熱中症患者の推移 

                                                                                                                                                            

※9 温室効果ガスの排出量は、部門毎の排出量として表されることが多く、本市では主に産業部門（第一次産業及

び第二次産業の活動により、工場･事業所内で消費されたエネルギーに関するもの）、民生家庭部門（家庭内

で消費したエネルギーに関するもの）、民生業務部門（事務所・ビル、店舗等の第三次産業で消費したエネル

ギーに関するもの）、運輸部門（人・物の輸送・運搬に消費したエネルギーに関するもの）、エネルギー転換

部門(燃料から電気に変換するときに使用したエネルギーに関するもの)、その他（廃棄物起源二酸化炭素、メ

タン等）として分類しています。 
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温室効果ガスによる地球温暖化の進行を防止するため、市としては「2050 年カーボンニ

ュートラルを実現するために、2021 年に「郡山市気候変動対策総合戦略」を策定（2023 年

一部改定）し、温室効果ガス排出量 2030 年度目標として 2013 年度比 50%減を掲げていま

す。目標達成のため、省エネルギー推進・再生可能エネルギーの導入促進や、交通・緑化等

の脱炭素型まちづくりに取り組んでいきます。 

【目標指標】                     【中長期目標】 

指標名 
現状値 

(2021 年度) 

 
2030 年度 2050 年度 

温室効果ガス 

排出量 

2,780 

千ｔ-CO2 

 1,585 

千ｔ-CO2※ 
実質ゼロ 

 

 

図４-３ 温室効果ガス排出量削減目標のイメージ 

 

 

1-1 地球温暖化対策の推進 

1-2 気候変動適応策の推進 

取り組みの柱１  

1-1 地球温暖化対策の推進 
重点 
項目 

※郡山市気候変動対策総合戦略に定める目標（2013 年度比-50%）から算出した数値。 

 国内外の情勢の変化（国の温室効果ガス排出量の削減目標の改正など）等を踏まえ、郡山市気候

変動対策総合戦略は随時、内容の見直しを検討します。 
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 市⺠の取り組み                              
 太陽光発電や蓄電池の導入、高断熱化などによる省エネルギー住宅への新改築を検討 

 省エネルギー性能の高い家電製品への買換え 

 徒歩や自転車による移動、公共交通機関の積極的な利用やカーシェアリングの実施 

 次世代自動車※10の購入やエコドライブ※11の実施 

 冷暖房の適切な温度管理や照明のこまめな消灯など省エネルギー生活の実践 

 環境に配慮した省エネルギー型ライフスタイル（デコ活）への転換 

 事業者の取り組み                              
 クールビズ、ウォームビズの積極的な推進 

 照明やＯＡ機器、冷暖房などを適切に管理し、節電の実施 

 ノーマイカーデーやエコ通勤、時差出勤やリモートワーク等の実施 

 エコドライブ、業務用車両のアイドリングストップ実施や次世代自動車などの導入 

 省エネ性能の高い設備や機器、太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入 

 省エネ技術や製品、サービスの開発や提供 

 事業活動における省エネ・温室効果ガスの排出抑制 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

1-1-1 省エネルギーの推進 

〇 省エネルギー性能の⾼い建築物や設備・機器等の導⼊促進          

省エネルギー性能の⾼い技術や製品を導⼊することで、エネルギー消費の効率化
による二酸化炭素排出の削減を推進します。 
・ 公共施設において省エネ性能の高い設備や機器を導入します。 

・ ZEB※12（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）や ZEH（ネット・ゼロ・エネル

ギー・ハウス）など省エネ性能の高い建築物の普及に努めます。 

・ 市民や事業者に対し、省エネ機器の導入・利用について普及啓発を行いま

す。 

                                                                                                                                                            

※10  次世代自動車：ハイブリット自動車(HV)、プラグインハイブリット自動車(PHEV)、クリーンディーゼル車、

電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCEV)等、二酸化窒素等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出

しない環境にやさしい自動車のこと。 
※11 エコドライブ：燃料消費量や温室効果ガス排出量を減らし、気候変動対策につなげる「運転技術」や「心が

け」のこと。気候変動対策だけでなく、燃料費削減、大気汚染防止、事故防止などの効果を得ることもでき

ます。 
※12 ZEB、ZEH：省エネを図るとともに、再生可能エネルギーを導入し「快適な室内環境」を実現しながら、建物で

消費する年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすること目指したビルや住宅のこと。 
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〇 環境に配慮したライフスタイルへの転換                  

省エネルギー⾏動や脱炭素化に繋がる情報を発信し、市⺠・事業者の意識改⾰と
⾏動の転換を促します。 
・ 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動である「デコ活」の

普及啓発を図ります。 

・ 情報発信においては、ウェブサイトや SNS、郡山市公式 YouTube への動画

投稿など ICT を活用した普及啓発を行います。 
 

1-1-2 再生可能エネルギーの普及拡大と水素社会の実現 

〇 再生可能エネルギーの導⼊促進                      

地域の特性を活かした再生可能エネルギーの普及拡大により、地域の脱炭素化や
エネルギー⾃給率の向上を図ります。 
・ 公共施設へ太陽光発電設備や太陽熱、地中熱利用システム等を積極的に導

入します。 

・ 導入補助制度などにより、住宅・事業所への再生可能エネルギーの普及を

促進します。 

・ 市民や事業者に対し、再生可能エネルギー導入につながる情報の提供や、

郡山市次世代エネルギーパーク等を活用した情報発信により、再生可能エ

ネルギーの普及啓発を図ります。 

〇 再生可能エネルギーの地産地消                          

地域で作られた再生可能エネルギーを地域内で消費するなど、再生可能エネルギ
ーの地産地消に向けた取り組みを推進します。 
・ 導入補助制度の推進などにより、住宅・事業所等への再生可能エネルギー

の普及を促進します。 

・ 市民や事業者に対し、再生可能エネルギー導入につながる情報の提供や、

郡山市次世代エネルギーパーク等を活用した情報発信により、再生可能エ

ネルギーの普及啓発を図ります。 

〇 再生可能エネルギーによるイノベーションの創出と地域経済の活性化         

市内外の⺠間企業や大学、研究機関等と連携し、郡⼭市発となる技術の創出等イ
ノベーションを創出するとともに、エネルギー関連産業等の集積により地域経済を
活性化します。 
・ 市有地や施設を大学や研究機関の実証試験の場として提供し、技術の実証・

実装を推進します。 

・ 再生可能エネルギーや環境に関する産業の振興・創出を図ります。 

〇 水素利活⽤の拡大                                  
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「郡⼭市⽔素利活⽤推進構想」に基づき、⽔素社会実現に向けた取り組みを推進
します。 
・ 産学金官連携による「郡山市水素利活用研究会」の活動を通じ、水素利活

用の拡大を図ります。 

・ エネファームや燃料電池自動車（FCEV）の導入補助、水素ステーション整

備に関する環境整備等、水素社会実現へ向けた支援を行います。 

・ 水素に関するイベントや出前講座など、様々な機会を通じて水素に関する

情報発信・普及啓発を行います。 
 

1-1-3 地域環境の整備・発展 

〇 森林の保全とクレジット創出                                                

「郡⼭市森林整備計画」等に基づき、適切な森林施業を実施し、森林資源の整備・
保全を⾏うことにより、温室効果ガスの吸収源やクレジットとしての活⽤等、森林
の多面的機能の維持・発揮を図ります。 

〇 都市部の緑化推進                            

「郡⼭市緑の基本計画」に基づき、都市公園や道路の植樹帯等の緑化の推進、建
物の屋上緑化や壁面緑化を促すなど、ヒートアイランド現象の緩和に有効な都市部
の緑の整備に取り組みます。 

〇 環境保全型農業の推進                            

有機農業や化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する等の環境保全型農業
に取り組み、地球温暖化防止にもつなげます。  

〇 食品等の地産地消の推進                     

地域で生産された農作物等については、積極的に地域内で利⽤していき、地産地
消を推進し、輸送に伴う温室効果ガス排出量の削減に努めます。 

〇 利⽤しやすい公共交通網の整備                      

「郡⼭市総合交通計画マスタープラン」や 2021（令和 3）年 4 月 1 日に全面施
⾏された「⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（改正バリアフ
リー法）」に基づき、公共交通事業者に対する⾞椅⼦の乗⾞⽅法等の習熟といった
ソフト面の対策の強化や、学校教育等と連携した優先席の譲り合いなどを含む「心
のバリアフリー」を推進し、誰もが使いやすく、利便性の⾼い公共交通サービスを
提供することで、⾃動⾞利⽤からの転換を促し、燃料消費の低減による二酸化炭素
や大気汚染物質の削減を図ります。 
・ 地域住民や事業者等と連携し、公共交通機関の利便性向上やデマンド型交

通の導入など、地域の実情にあった公共交通ネットワークを構築します。 
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・ パーク&ライド※14やサイクル＆ライドを推進します。 

〇 次世代⾃動⾞の普及と⾃動⾞の適正利⽤の推進               

環境負荷の少ない次世代⾃動⾞の普及や⾃動⾞の適正利⽤を推進することで、⾃
動⾞からの二酸化炭素排出を削減します。 
・ 購入補助制度の運用などにより、次世代自動車の導入を促進します。 

・ 次世代自動車に係るインフラ整備の推進や、公用車への次世代自動車の導

入を推進します。 

・ エコドライブやアイドリングストップなど自動車の適正利用を推進すると

ともに、荷物の受け取り方法の工夫などにより再配達削減につながる取り

組みを促進し、環境負荷低減に努めます。 

・ シェアカー、ノーマイカーデーやエコ通勤の推進、普及啓発を行います。 

・ シェアリングや乗り合い交通等を推進していきます。 

〇 コンパクトで低炭素なまちづくりの推進                  

「郡⼭市⽴地適正化計画」や「郡⼭市低炭素まちづくり計画」に基づき、中心市
街地や地域拠点地区における環境負荷の少ないまちづくりを推進します。 
・ 都市計画区域内において、それぞれ地域の特性に沿った機能施設や居住の

集積を図り、地域公共交通と連携したコンパクト・プラス・ネットワーク

のまちづくり形成を推進します。 

・ 都市構造、交通、エネルギー、みどりの各分野において、市街化区域の温

室効果ガス排出量削減に取り組み、持続可能なまちづくりを推進します。 

・ 交通渋滞の緩和、円滑な自動車の移動を図るため、幹線道路網の効率的な

整備を進めます。 

・ 利便性の高い公共交通サービスの提供や自転車レーン、歩道の整備により、

自動車以外でも移動できるまちの形成を目指します。 

 
 

  

                                                                                                                                                            

※14 パーク&ライド、サイクル&ライド：都市部での道路混雑を避けるため、郊外の駅やバス停周辺の駐車場に自

動車や自転車をとめ、公共交通機関に乗り換えるシステムのこと。 
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近年、気候変動により、大雨等の自然災害の増加・激甚化や夏季の高温による熱中症リス

クの増加、動植物の分布変化などの影響が現れています。温室効果ガス排出を抑制する緩和

策を十分に実施しても、現在生じている、また将来予測される地球温暖化による影響に対し、

その被害を回避又は低減を図るための「適応策」を推進し、災害への対応力、回復力が高い

レジリエントなまちを目指します。 

 市⺠の取り組み                              
 「わが家の防災ハンドブック」を活用し、避難場所やルート、災害時の注意点などを確

認し、日頃から災害への備えを行う 

 テレビやラジオ、インターネット等からの防災情報の収集 

 避難訓練に参加するなど、家族で防災について考える機会を持つ 

 こまめな水分補給やエアコンの適切な使用による熱中症予防 

 熱中症特別警戒アラート・警戒アラートの情報収集 

 水たまりを作らないなど、感染症を媒介する蚊が育たない環境づくり 

 気候変動の影響への適応について関心を持ち、情報収集や理解の促進 

 事業者の取り組み                              
 事業所のある地域のハザードマップを確認し、危険個所の確認や避難場所、避難ルート

等を把握し、災害時に迅速で適切な対応をとれるようにする 

 気象災害による影響を踏まえた事業継続計画（BCP）※15を策定する 

 避難訓練を実施し、緊急時の対応について従業員等に周知する 

 気候変動の影響への適応について関心を持ち、情報収集に努める 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

1-2-1 気候変動への適応に関する普及啓発 

〇 気候変動の影響への適応に関する情報発信                   

「気候変動の影響への適応」は新しい概念であることから、市⺠や事業者の理解
を促進するため、気候変動適応についての情報発信や普及啓発に努めます。 
・ 各種イベントや出前講座、広報誌や市のウェブサイト、各種 SNS などを活

用し、気候変動適応に関する情報発信を行います。 

                                                                                                                                                            

※15 事業継続計画(BCP)：企業が自然災害やテロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を

最小減にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動

や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。 

1-2 気候変動適応策の推進 
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・熱中症対策として、公共施設等を開放し、休憩スペースを設置する「ふくし

ま涼み処」について情報発信を行います。 
 

1-2-2 想定される影響に対する施策の推進 

〇 水環境・水資源／⾃然生態系・⾃然災害分野                    

・ 洪水・土砂災害ハザードマップの整備など、市民への災害情報提供・防災

意識の啓発を行います。 

・ 河川や内水の氾濫、洪水による浸水被害の軽減のため、河川改修や下水道

施設の整備、内水ポンプなどのインフラ整備を進めます。 

・ 「郡山市総合治水対策連絡協議会」や「阿武隈川上流流域治水協議会」な

ど、国や県、関係市町村、市民、事業者等あらゆる関係者が連携して行う

治水対策「流域治水」に基づき、ハード事業「治水」とソフト対策「防災」

が連携した水害に強いまちづくりを目指します。 

〇 農林・水産業／産業・経済活動分野                    

・ 気温上昇による農作物の品質低下を防ぐため、高温耐性品種や新しい品種、

栽培技術の導入を推進します。 

・ 企業に対し、感染症や自然災害等の緊急事態による被害を軽減し、事業継

続・早期復旧を可能とするための事業継続計画（BCP）策定の支援を行いま

す。 

・ 災害時の停電に対応するため、再生可能エネルギー等による自立分散型電

源への移行などの対策を進めます。 

〇 健康／国⺠生活分野                           

・ 蚊の増加による感染症の予防とまん延防止のため、感染症発生動向調査や

予防接種を実施するとともに、蚊の発生しやすい環境を改善する取り組み

を進めます。 

・ 熱中症の予防について、熱中症特別警戒アラート・熱中症警戒アラート等を

活用しながら世代や職業など市民の多様な属性ごとのきめ細やかな情報発

信・啓発を行います。 

・ 都市部の緑化を推進することによって、ヒートアイランド現象を緩和する

とともに、ヒートアイランド現象に対応した都市インフラの整備や新技術

（遮熱性舗装など）の導入を検討します。 

・ 気温の上昇や感染症のまん延により外出する機会が減ることが想定される

ことから、テレワークや生徒・学生のサマータイムの導入など、市民の行

動変容を促す制度の見直しや新しい生活様式の定着に努めます。 
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№ 環境指標 現況値 
目標値 

(2029 年度) 

1-① 

電力消費に対する再生可能エネ

ルギーの導入割合 
  

 市内の消費電力量に対する市内で発電される再生可能エネルギーの割合。郡山

市気候変動対策総合戦略を踏まえ、省エネへの取り組みと再生可能エネルギーの

導入を進めます。目標値は「郡山市気候変動対策総合戦略」に定める目標値とし

ます。 

※ 国が公表する各種統計データを待つ必要があることから、３年前の数値が最

新のものとなります。 

1-② 

再生可能エネルギー設備を導入

した公共施設数（累計） 
  

 再生可能エネルギー設備を導入した公共施設数。郡山市気候変動対策総合戦略

を踏まえ、公共施設への再生可能エネルギー設備の積極的な導入を図ります。目

標値は「郡山市気候変動対策総合戦略」に定める目標値とします。 

1-③ 

適応策に該当する市の事務事業

数 
  

 「郡山市まちづくり基本指針実施計画」において、ＳＤＧｓのターゲット 13.1

に該当する事務事業数。 

気候変動適応分野の指標とし、目標値は現況値の約 1.5 倍とします。 

※ 個別計画に定める目標値については、計画の見直し等、目標値の変更があった場合には、

その目標値とします。 

 

 

  

調整中 

調整中 

調整中 
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〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 

市民、事業者など各主体が徹底した省エネルギーに取り組むほ

か、誰もが使いやすい公共交通網や歩道、自転車レーンが整備され

ることで、自動車利用からの転換が進み、市内を走る自動車も次世

代自動車が多くなるなど、環境負荷の少ないライフスタイルが定着

しています。 

また、太陽光や風力、地中熱などの再生可能エネルギーの普及や

水素を活用する施設、関連企業の進出が増えるなど、脱炭素社会へ

の取り組みが加速するまちになっています。 

期待される将来の姿（施策の効果） 

〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 
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現状と課題                                
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動は、資源の枯渇、地球温暖化、海洋プラ

スチックごみ問題のような環境汚染など、地球規模での環境問題を発生させました。 

本市の一人一日当たりのごみ排出量 （家庭系ごみ事業系ごみの合計）は、震災以降高い

水準で推移し、2015（平成 27）年度以降は震災前の水準まで減少しているものの（図４-２）、

2019（令和元）年度で 1,177g と中核市の平均 951g を大きく上回っており（中核市 62 市中

60 位）、更なるごみの減量化・資源化に取り組む必要があります。 

ごみの分別を徹底し、減量化・資源化を促進するためには、生産、流通、消費、廃棄に至

る製品のライフサイクル全ての段階において、廃棄物の排出抑制や資源循環について、市

民・事業者・行政の各主体が、それぞれの役割に応じた取り組みを推進することが重要です。 

近年課題となっている食品ロスの削減、プラスチックの使用削減や資源循環を含む、廃棄

物の排出抑制や適性処理、資源の再利用の推進や５R（発生抑制【リデュース：Reduce】、

再使用【リユース:Reuse】、再生利用【リサイクル：Recycle】、断る【リフューズ：Refuse】、

修理【リペア：Repair】）やサーキュラーエコノミー（循環型経済）の取組推進など、市民・

事業者と連携・協奏した取り組みにより、資源が循環する持続可能なまちづくりに取り組み

ます。 

 

 

図４-４ 本市のごみ量の推移 
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【循環共生型社会の構築】 
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将来にわたって持続可能な社会を形成するためには、資源の消費を抑制し、環境負荷の低

減を図る「循環型社会」の構築が求められています。 

そのためには、ごみの３Ｒ（発生抑制【リデュース：Reduce】、再使用【リユース:Reuse】、

再生利用【リサイクル：Recycle】）に加え２R（断る【りフューズ：Refuse】、修理【リペ

ア：Repair】 ）を加えた「５R」に取り組みながら、食品ロス削減やプラスチックごみへの

対策など、市民、事業者等との協奏により、より一層ごみの減量・資源化を推進します。 

【目標指標】                       【中長期目標】 

指標名 
現状値 

(2023 年度) 

目標値 

(2025 年度) 

 
2027 年度 

1 人 1 日当たりの

ごみ排出量 
1,057ｇ 952ｇ※ 

 
910ｇ※ 

 

  

  

 

図４-５ 1 人１日当たりごみ排出量削減目標のイメージ 

 

 市⺠の取り組み                              
 買い物の際には、過剰包装を断る、マイバックを持参 

 詰替え商品や長期間使用できる商品、リサイクル商品などの購入 

 食材の適量購入と食べきれる量の調理 

 家庭から出るごみの分別徹底 

 自治会等の集団資源回収や商業施設等での店頭回収の積極的な利用 

 環境に配慮した省エネルギー型ライフスタイルへの転換 

2-1 資源の循環的利⽤ 

2-2 廃棄物の適正処理 

取り組みの柱２  

2-1 資源の循環的利⽤ 
重点 
項目 

※郡山市一般廃棄物処理基本計画に定める目標値。なお、目標値の変更があった場合は

その目標値とします。 

図の更新必要 

→目標値（計画年次にするか、個別計画に即し

2027 年度値にするか決定の後に作成） 
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 事業者の取り組み                              
 事業活動から出る廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用及び分別の徹底 

 リサイクルし易い、簡易包装など環境に配慮した製品・サービスの提供 

 食品ロスが出ない商品・メニューの開発やフードバンク※15の活用 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

2-1-1 ５Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル・リフューズ・リペア）

の推進 

〇 ごみの発生抑制（リデュース）の推進                     

はじめからごみとなる物を排出しない「リデュース」の取り組みを推進します。 
・ マイバックの持参やマイボトルの使用などを促進します。 

・ 過剰包装をしない、詰替え商品の購入、ペーパーレス化など、ごみの発生

抑制につながる啓発を行います。 

〇 再使⽤（リユース）の推進                            

ごみとして使い捨てるのではなく、繰り返し使う、別の⽤途に使うなど再使⽤す
ることでごみを出さない「リユース」の取り組みを推進します。 
・ 使用状態が良く、修理等を要せず現状のままで再使用可能な廃棄物を市民

に無償で提供し、リユース（再使用）を推進します。 

〇 再資源化（リサイクル）の推進                      

リデュースやリユースに取り組んでも発生してしまう廃棄物については、分別の 
上リサイクルに取り組みます。 
・ 家庭や事業者から排出されるペットボトルや缶、古紙等の資源物を回収し

再資源化を図ります。 

・ 使用済みの小型家電製品等を回収し、製品に含まれる有用金属の利活用を

推進します。 

・ 集団資源回収報奨金制度により資源回収を推進し、資源の有効利用を図り

ます。 

 

〇 ２R（リフューズ・リペア）の推進  

                                                                                                                                                            

※15 フードバンク：包装の傷みなどで、品質に問題がないにもかかわらず市場で流通しなくなった食品を企業か

ら寄付を受け必要としている施設や団体、困窮世帯に無償で提供する活動のこと。 
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廃棄物をそもそも発生させないように買い物で余分なものを買わないこと（リフ
ューズ）に取り組むとともに、使えるものは修理して使う（リペア）を推進します。 

〇 ごみの分別の徹底                           

ごみの資源化を促進するため、分別収集を徹底します。 
・ ごみの日カレンダーや市ウェブサイト等で分別方法を周知し、資源物の分

別徹底を図ります。 

・ LINE 等を活用したごみ分別情報の配信を行います。 

〇 ５Ｒを推進する啓発活動や情報提供の充実                  

ごみに対する理解を深め一人ひとりの⾏動を促す啓発活動や情報提供を⾏いま
す。 
・ ごみに関する HP やイベントや出前講座、SNS 等でごみに関する情報提供を

行います。  

・ 富久山クリーンセンター体感型環境学習施設を活用した 5R の理解促進に

努めます。 

・ 小学生を対象にして、学校や家庭でのごみに関する啓発を行います。 

・ 先導的かつ優良な取り組みを進めている個人や団体を評価する体制づくり

に努めます。 
 

2-1-2 食品ロス削減の推進 

〇 庁内関係部局協奏による食品ロス削減の推進                     

「郡⼭市食品ロス削減推進担当連絡会」により、庁内関係部局と連携した食品ロ
ス削減対策を実施します。 
・ 食品ロス削減に向けた部局間連携による施策の展開を図ります。 

・ 食品ロス削減に向けた情報共有・情報発信を行います。 

〇 食育を通した食品ロス削減の推進                      

食育を担当する保健福祉部局、教育委員会と連携しライフステージに応じた食育
により食品ロス削減を推進します。 
・ 食品ロス削減を意識した消費行動を促すための啓発を行います。 

・ 学校給食を「生きた教材」として活用し、食品ロス削減を含む食に関する

正しい理解、望ましい食習慣を形成します。 

〇 生ごみの減量化による食品ロス削減                     

家庭から出る生ごみを減らし食品ロス削減を推進します。 
・ 生ごみ処理容器（コンポスト※16容器、ボカシ容器）の無償貸与を行います。 

                                                                                                                                                            

※16 コンポスト：有機物を微生物によって分解した肥料のこと。 
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・ ３Ｒフェスティバルにおいて、食品ロス削減の料理コンクールを実施し、

生ごみの減量を図ります。また、レシピはレシピ集の発行やクックパッド、

YouTube などで発信を行います。 

〇 食品ロス削減に関する普及啓発                     

食品ロス削減に関する普及啓発や事業者等と連携した取り組みを推進し、食品ロ
ス削減に努めます。 
・ 「３きり運動※17」や「3010 運動※18」の普及啓発を行います。 

・ 飲食店や小売店等と連携した食品ロス削減キャンペーンの実施やフードバ

ンク活動を推進します。 

・ 生産者や食品関連事業者等とも連携し、生産・製造・流通など各段階に応

じた食品ロス削減対策を検討します。 
 

2-1-3 プラスチックごみ対策の推進 

〇 バイオプラスチック導⼊の推進                      

レジ袋や食品容器包装など従来のプラスチックが使⽤されている製品から、微生
物によって生分解される「生分解性プラスチック」及び「バイオマスを原料に製造
される「バイオマスプラスチック」製品の導⼊を事業者に促すとともに、バイオプ
ラレジ袋の普及啓発に取り組みます。 

〇 プラスチックの資源循環の促進                      

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までプラスチックのライフサイクル
全般での資源循環等の取り組みを推進します。 
・ 事業者に対しプラスチックの資源循環に関する情報提供を行います。 

・ 家庭から出されるプラスチックごみの一括回収やリサイクルについて調

査・検討を行います。 
 

 

 

 

  

                                                                                                                                                            

※17 ３きり運動：食材を最後まで使う「使い切り」、残さず食べる「食べきり」、生ごみを減らす「水きり」を行

うこと。 
※18 3010 運動：会食の際に乾杯後 30 分はできたての料理を楽しみ、お開き前の 10 分はもう一度料理を楽しむこ

とで食べ残しを出さないこと。 

小売店と連携したごみ減量や食品ロス削減についての啓発活動 
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日常生活や事業活動によって生じるごみは、様々な経過を経て、適正に処理されています。

ごみを適正に処理するための一連のシステムを安定して運用することは、市民生活を支え

る基盤として重要です。また、ごみ処理システムを安定かつ継続的に運用するためには施設

の適正な維持・管理も求められます。 

今後は「サーキュラーエコノミー」を意識した取組を進めるとともに、さらには、気候変

動の影響により多発する気象災害が発生した際に、市民生活の復旧・復興を迅速に行うため、

「郡山災害廃棄物処理基本計画」に基づき災害廃棄物処理に関する体制づくりを行うことが

急務となっています。 

 市⺠の取り組み                              
 ごみ分別の徹底 

 ごみ集積所の適正利用 

 粗大ごみや家電リサイクル対象品は、決められた手続きに基づく処理の実施 

 ごみのポイ捨て防止、ごみの持ち帰りの実施 

 市民総ぐるみクリーン運動など、地域の美化活動への積極的な参加 

 所有する土地や空き家の適正な管理 

 事業者の取り組み                              
 適正な廃棄物の分別の徹底 

 廃棄物処理の法令遵守、不適切な処理の防止 

 廃棄物の減量化・資源化に向けた調査研究 

 処理施設は、耐用年数などを考慮した計画的な運用 

 事業所周辺の美化活動や、地域の美化活動への積極的な参加 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

2-2-1 廃棄物の減量化・資源化の推進 

〇 産業廃棄物の適正処理                          

排出事業者や産業廃棄物処理業者に対し、産業廃棄物の減量や資源化の普及・啓
発や市内パトロール等による監視体制の強化を図るとともに、産業廃棄物処理法に
基づく規制、指導・監督を⾏います。 

〇 ＰＣＢ廃棄物適正処理の徹底                      

2-2 廃棄物の適正処理 
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処理期限が迫るポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物について、事業者に対し期
限内処理に向けた周知・指導を⾏います。 

〇 廃棄物処理施設等の整備                            

市の廃棄物処理施設や最終処分場などについては、適正な維持管理を⾏い施設の
⻑寿命化を図るなど計画的・効率的な整備を⾏います。 

〇 焼却灰の有効活⽤                           

埋め⽴て処分している焼却灰については、資源として有効利⽤できる⼿法等につ
いて調査を進めます。 

〇 適正な費⽤負担の検討                            

ごみ排出量の抑制と排出量に応じた公平な費⽤負担を図るため「郡⼭市廃棄物減
量等推進審議会」での審議を踏まえ、生活系（家庭）ごみの処理費⽤の適正負担に
ついて、導⼊⽅法や時期を検討していきます。 

〇 サーキュラーエコノミーの推進 

リサイクル製品や環境負荷が少ない製品を取り扱う事業者の製品や取組を紹介
や研究を進めるなど、市⺠に向けた循環経済（サーキュラーエコノミー）の周知・
啓発を⾏います。 

2-2-2 廃棄物の不法投棄対策・環境美化の推進 

〇 不法投棄対策                              

各種団体や地域住⺠との連携を図り、不法投棄多発地区などへの監視強化に努
め、不法投棄を発⾒した際には、迅速かつ適切に対処します。 
・ 不法投棄多発地区への監視カメラ設置や監視パトロールの実施により、不

法投棄の抑止や早期発見に努めます。 

・ 警察と連携した主要道路での検問により、産業廃棄物の適正処理を指導し

ます。 

〇 ごみのポイ捨て防止・環境美化の推進                      

ごみのポイ捨てや犬のふん放置の防止など、身近な生活環境の美化に対する関心
や理解を⾼める取り組みを推進します。 
・ ポイ捨て等防止指導員による活動、啓発看板やチラシの配布、各種イベン

ト等で啓発活動を実施します。 

・ 市民総ぐるみクリーンこおりやま運動や木戸前清掃、花いっぱい運動など

市民・事業者・関係団体と協働で環境美化活動を推進します。 

〇 空き地・空き家等の適切な管理                      
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所有者等に対し適切な管理や利活⽤を促すことで、雑草の繁茂による害⾍の発生
防止、ごみのポイ捨てなどを防ぎます。 
・ 地域住民等から空き地や空き家などの相談があった場合は、所有者に対し

適正な管理を促します。 

・ 空き家バンク等の民間団体と連携した空き家対策を推進します。 
 

2-2-3 災害廃棄物処理体制の構築 

〇 災害時における廃棄物処理体制の構築                          

近年多発する⾃然災害による大量の災害廃棄物の発生に備え、令和 7 年 3 月に
策定された「郡⼭市災害廃棄物処理基本計画」に基づき、災害廃棄物の処理体制の
構築を推進します。 
・ 地域防災計画と整合を図った「災害廃棄物処理計画」により、適正かつ円

滑・迅速な災害廃棄物の処理を図ります。 

・ 県や他自治体、廃棄物処理業者及び災害協定締結団体等とパートナーシッ

プによる災害廃棄物の処理を推進します。 
 

 

№ 環境指標 現況値 
目標値 

(2029 年度) 

2-① 

再生利用率   

資源物の再生利用率。（分別収集回収量＋破砕回収金属量＋集団資源回収量）/

（ごみ総量＋集団資源回収量） 

2027 年度の再生利用率を 26％とする「郡山市一般廃棄物処理基本計画」に定め

る目標値とします。 

2-② 

最終埋立量   

 最終処分場における埋立量。 

2027 年度の最終埋立量を 18,679ｔとする「郡山市一般廃棄物処理基本計画」に

定める目標値とします。 

※ 「郡山市一般廃棄物処理基本計画」における目標値の変更等があった場合には、その目

標値とします。 

 

 

 

 

 

 

調整中 

調整中 
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〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 

市民や事業者に３Ｒが浸透したことで、ごみの排出量が大きく減

少しました。家庭や飲食店での食べ残しも減り、食品ロスも削減さ

れているほか、バイオプラスチックの普及やプラスチック資源のリ

サイクルに関する取り組みも進み、資源が循環するまちになってい

ます。 

また、不法投棄やごみのポイ捨てがなく、市民や事業者の環境美

化への意識が高まっています。さらに、県や他自治体と連携が進

み、災害が起きてもスムーズな廃棄物の処理体制が構築されていま

す。 

期待される将来の姿（施策の効果） 

〇 ごみ排出が少なく、資源が循環するまち 
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現状と課題                                
本市は、ラムサール条約湿地に登録された猪苗代湖を含む「磐梯朝日国立公園」に指定さ

れた区域や、西に奥羽山脈、東に阿武隈山地、北は安達太良山に接するなど、地域ごとに多

様な自然環境を有しており、それら豊かな自然は優れた観光資源にもなっています。また、

市域面積の約 50％を森林が占めるなど、緑豊かな地域です。 

この豊かな自然や緑には、多くの動植物が生息し、自然災害の防止、二酸化炭素の吸収、

水源のかん養、野外レクリエーションの場の提供などの公益的機能があり、私たちの生活に

様々な恵み（生態系サービス）をもたらしています。 

しかし、人間による開発や近年の気候変動による影響、農林業の担い手不足等による森林

や農地の荒廃など、この貴重で豊かな自然や緑が減少することによる生態系への影響が懸

念されています。一度失われた自然環境は回復不可能な場合も多く、回復が可能な場合も膨

大な時間を必要とします。 

このように、より積極的な生物多様性保全が求められるなか、2030 年までのネイチャー

ポジティブ※19実現に向けた目標の一つとして、30by30（サーティ・バイ・サーティ）※20が

掲げられています。 

本市の豊かな自然と緑を守り、次世代へ引き継いでいくためには、私たちも生態系の一部

であることを意識し、生物多様性や森林等の自然環境の保全に取り組むとともに、自然の恵

みを有効活用した、人と自然が共生するまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

猪苗代湖 

  

                                                                                                                                                            

※19 ネイチャーポジティブ：日本語では「自然再興」といい、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を

止め、反転させること。 
※20 30by30：2030 年までに、陸と海の 30％以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする目標。 

柱３ 
多様な生物が生息し⾃然と共生するまちづくり 

【自然環境の保全と共生】 
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地球上では、私たち人間を含む動物や植物、昆虫、細菌など様々な個性を持つ生き物が他

の生き物や環境と長い年月をかけてお互いにつながり・支えあって生きています。このつな

がりにより豊かな生態系が保たれ、私たちは、水や食料、薬品の原料、地域文化など様々な

恵み（生態系サービス）を受けています。 

近年、開発などの人間の活動の影響、気候変動、他地域から持ち込まれた外来生物の増加

などにより生態系のバランスが崩れるなど、生物多様性への影響が問題になっています。 

今後も私たちが豊かな生活を送るためには、生物多様性を保全し、その恵みを将来にわた

って享受できるまちづくりが求められています。 

 市⺠の取り組み                              
 身近な動植物に関心を持つとともに、希少生物の捕獲、採取の禁止 

 ペットの適正な管理 

 自然を楽しむ際のマナー遵守 

 自然観察会や生物調査等への積極的な参加、自然との正しいつきあい方の学習 

 環境にやさしい農業に取り組む農産物の積極的な購入 

 事業者の取り組み                              
 事業活動を行う際には、地域の動植物への影響を考慮した事業の実施 

 30by30 の目標を踏まえ、自然共生サイトの認定取得に向けた取り組みを推進する 

 化学肥料や農薬の使用を減らした環境にやさしい農業の展開 

 生物が生息する環境の保全への協力 

 ペットなどを販売する際には、飼い方や逃げ出した場合のリスク等についての適切な情

報提供 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

3-1 生物多様性の保全 

3-2 ⾃然環境の保全と活⽤ 

取り組みの柱３  

3-1 生物多様性の保全 
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3-1-1 生息・生育環境の保全 

〇 森林や水辺、緑地の保全                               
・ 国や県などと連携を図り、ラムサール条約湿地に登録された猪苗代湖及び

周辺の環境を保全します。 

・ 適正な森林施業や環境保全型農業の実施などにより、動植物の生息・生育

環境の保全を図ります。 

・ 自然環境や景観に配慮した多自然川づくりにより河川環境整備を推進する

とともに、良好な水辺空間の保全に努めます。 

・ 生き物が生息する森林や緑地、公園、水辺等がつながるエコロジカルネッ

トワークを構築します。 

〇 希少な動植物の保護                            

・ 国や県などと連携を図り、希少な動植物やその生息・生育環境の適切な保

護・保全に努めます。 

・ 学校向けの学習素材に希少な動植物の保護について掲載し、普及啓発に努

めます。 

〇 生物多様性に関する理解の促進                      

・ 生物多様性に関する理解促進のため、様々な機会、手段を用いた積極的な

情報発信・普及啓発に取り組みます。 

・ 特定外来生物の防除方法に関する実証実験を行い、検証結果について情報

発信・啓発に取り組みます。 
 

3-1-2 特定外来生物対策の推進 

〇 外来種対策の推進                              

外来種による在来種への悪影響を抑制するため、国や県と連携して外来種の移動
や持込禁止に関する啓発、防除対策を推進します。 
・ 特定外来生物を含む外来生物について、正しい知識・情報の普及啓発を行

い理解の促進に努めます。 

・ サビイロクワカミキリ、ツヤハダゴマダラカミキリ、セアカゴケグモなど

県内で確認されているもの、クビアカツヤカミキリ、ヒアリなど県内では

確認されていないが、生態系や人体に危害を及ぼす特定外来生物に関し、

国・県などの関係機関と連携し、適切な対応を行います。 
 

3-1-3 有害鳥獣対策の推進 

〇 関係機関と連携した対策の推進                              

「郡⼭市鳥獣被害防止計画」に基づき、⾃然環境被害や農作物被害をもたらすイ
ノシシ等の有害鳥獣対策を実施し、被害の軽減を図ります。 
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・ 「生息環境管理」「被害防除対策」「個体数管理」を組み合わせた、地域

ぐるみでの総合的な対策を実施します。 

・ 関係機関と連携を図り、効果的な被害の防止対策を行います。 
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森林や農地、公園、都市部の緑地は、水源のかん養、自然災害の防止、二酸化炭素の吸収

による地球温暖化の緩和、野生生物の生息やレクリエーションの場の提供、良好な景観形成

などの公益的機能を有しています。しかし、高齢化や人口減少による担い手・後継者不足な

どで、整備が行き届かない森林や耕作放棄地の増加など、公益的機能を今後も十分発揮する

ための取り組みが求められています。 

また、自然環境が有する多様な機能を活用するグリーンインフラや、生態系を基盤とした

防災・減災（Eco-DRR）の考え方を踏まえた取り組みも重要となってきています。今後も自

然との継続的なかかわり（利用）を通じて、本市の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため、

地域の特性に応じた自然環境の保全と活用に取り組んでいきます。 

 市⺠の取り組み                              
 地元産農林産物の積極的な購入 

 身近な自然環境に関心を持ち、自然環境に関する情報収集や理解の促進 

 森林環境学習イベント等への積極的な参加 

 公園や緑地などのマナーを守った正しい使用 

 生垣やベランダ、建物の屋上や壁面など身近な場所の緑化推進 

 事業者の取り組み                              
 所有する林地などの、間伐等による適切な管理 

 農地や農道、水路などの保全管理 

 事業所敷地内の緑化と適切な維持管理 

 自然環境の保全を考慮した事業活動の実施 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

3-2-1 森林や農地の保全と活⽤ 

〇 森林の整備・管理の適正化                              

「郡⼭市森林整備計画」等に基づき、適正な森林施業の実施や森林保全により、
健全な森林資源の維持造成と景観向上を推進します。 
・ 自然条件を考慮した適切な保育、間伐を推進するとともに、松くい虫等の

病害虫被害の早期把握と拡大防止により、健全な森林の育成に努めます。 

・ 森林の公益的機能を保全し、森林・林業・木材産業の再生を図るため、間

伐等の森林整備と路網整備を一体的に推進します。 

3-2 ⾃然環境の保全と活⽤ 
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・ 意欲と能力のある林業経営者に林業経営の集積・集約化を図り、林業経営

の効率化及び管理の適正化を推進します。 

〇 森林資源の活⽤                             

⽊材の需要拡大・利⽤の推進により林業や⽊材産業の振興を図るとともに、各種
イベント等を通じて森林を守り育てる意識の醸成に努めます。 
・ 「郡山市木材利用推進基本方針」に基づき、市内の建築物等における木造

化・木質化を推進するとともに、地域材の利用拡大を図り、本市の林業、

木材産業を活性化します。 

・ 未利用間伐材をはじめ、伐木造林時に発生する端材や梢端部、枝条等は、

林地からの搬出に努め、木質バイオマスとしての利用を推進します。 

・ 森林公園を活用して、子どもを対象にした森林環境学習イベントを開催し、

森林に対する関心の向上及び理解の促進を図ります。 

〇 農地の適正な維持管理                          

「郡⼭市食と農の基本計画」に基づき本市農業の振興に取り組むことで、生き物
の生息地や洪⽔防止、⽔源かん養など多面的機能を持つ農地の保全を図ります。 
・ 農地の開発に関し、各種法令等の適切な運用（手続き等）により、優良農

地の確保や保全、農地の適正利用を図ります。 

・ 意欲のある農家や法人等に対し農地バンク等を活用した農地の集積・集約

を行うことで、耕作放棄地の発生防止・解消を図ります。 

・ 各種直接支払い制度を活用した地域団体等の活動により、農地・農道・水

路等の農業生産設備の適切な管理・保全を推進します。 

〇 ⾃然環境と調和した農業の推進                      

農薬の適正使⽤や有機農法などを取り⼊れた環境保全型農業を推進するなど、環
境と調和した農業の普及を図ります。 
・ 持続性の高い農業生産方式を導入するエコファーマーを育成します。 

・ 第三者認証 GAP※23の取得を推進します。 
 

3-2-2 公園・緑地等の整備 

〇 公園・緑地等の整備、保全の推進                              

「郡⼭市緑の基本計画」に基づき、公園・緑地の整備や維持管理、公共公益施設
をはじめ⺠有地も含めた緑化の推進など、市⺠・事業者・関連団体等と連携した取
り組みを推進します。 
・ 人口動向や地域住民の意向、施設の老朽化状況などを勘案し、公園や緑地

を計画的に整備するとともに、公園施設の長寿命化を図ります。 

                                                                                                                                                            

※23 GAP：農業において食品安全、環境保全、労働安全等の持続的な改善活動を行うための生産工程管理(Good 

Agricultural Practice)の取り組みのこと。 
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・ 都市公園等において、生態系に配慮した樹木植栽や花壇の整備を行い、身

近に緑を感じる都市環境の形成を図ります。 

〇 地域緑化の推進                             

家庭や企業・事業所といった⺠有地における緑化の取り組みを推進し、身近な緑
の創出を図ります。 
・ 緑化木や花苗の交付等により、緑化の促進及び保全を促し、都市全体の緑

の創出及び保全を図ります。 

・ 建物の屋上緑化や壁面緑化を促進します。また、市民の主体的な緑化活動

を支援・サポートするような制度の導入を検討します。 

〇 緑の柔軟な活⽤と利⽤の促進                          

豊かな⾃然環境や都市公園などの活⽤・利⽤の促進により、緑を通じた交流拡大、
地域の魅⼒向上を図ります。 
・ グリーンツーリズムやワーケーション※24などの交流活動を通じ、自然環境

や緑を活かした地域の魅力向上につながる取り組みを支援していきます。 

・ 安達太良山や布引風の高原、猪苗代湖などは地域を代表する自然環境とし

て保全するとともに、観光資源としての活用を推進します。 

・ 都市公園の整備・維持管理・運営において、民間活用による管理の財政負

担の軽減を図るとともに、公園の質・利便性・魅力・防災機能の向上を図

ります。 

・ ⼤道路の植樹帯の緑化などの推進とともに、 気冷却効果を有する河川・池沼

⽊との連続性による風の道や 陰などで涼のとれるオープンスペースの確保

を図ります。 
 

3-2-3 グリーンインフラや Eco-DRR の推進 

〇 防災・減災のための緑の保全と活⽤                   

頻発化・激甚化する⾃然災害に対して、地域の⾃然環境を活かしたグリーンイン
フラの整備や Eco-DRR に取り組み災害に強い地域づくりを目指します。 
・ 洪水調整機能をもつレインガーデン※25や地下に雨水貯水池を持つ都市公

園の整備を検討します。 

・ 避難場所となる公園では、災害時に役立つ機能を備えた施設の整備など防

災機能の充実を図ります。 

・ 大雨時の浸水被害対策や感染症対策として、公園などを活用した車中避難・

車両避難場所として活用します。 

                                                                                                                                                            

※24 ワーケーション：ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語で、テレワークを活用し、職 

場や居住地から離れた観光地等で余暇を楽しみつつ仕事を行うこと。 
※25 レインガーデン：雨水を一時的に貯留し時間をかけて地下へ浸透させる植栽スペースのこと。 
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・ 水田の多面的機能を活用し、都市部に集中する浸水被害の軽減に寄与する

ため、上流域の水田において一時的に雨水を貯留する「田んぼダム」の普

及を図ります。 

・ 農業用ため池の貯留機能や洪水調整機能の活用・強化を図ります。 
 

 
 

№ 環境指標 現況値 
目標値 

(2029 年度) 

3-① 

有害鳥獣による農産物の被害面

積 
  

有害鳥獣による農産物の被害面積。有害鳥獣被害の減少が、森林や農地の保全

につながることから、「郡山市鳥獣被害防止計画」に定める目標値とします。 

※2022～2024 年度までの計画を 2021（令和３）年度末に策定予定であること及び

当該防止計画は 3 年毎に更新を行うことから、目標値については当該防止計画

の変更と併せて見直すものとします。 

3-② 

担い手への集積率   

 担い手への農地集積率。地域の担い手への農地利用集積・集約化及び作業受委

託を進めることで、耕作放棄地の解消を図り農地の保全につながることから、2030

年度に 70％とする本市「農業経営基盤の強化に関する基本的な構想」に基づく目

標値とします。 

 

 
 

  

調整中 

調整中 
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〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 

農林業が活性化することで、荒廃した森林の整備が進み、耕作放棄

地の増加も抑えられ、森林や農地の適切な保全が行われています。さ

らに、まちなかの緑化も進んだことから、緑を身近に感じるまちとな

っています。 

豊かな自然環境は、引き続き多様な生物の生息・生育場所となって

おり、地域ぐるみの対策を進めたことから、イノシシ等による農作物

被害も減少しました。また、レクリエーションの場としても活用さ

れ、人と自然が共生するまちとなっています。 

期待される将来の姿（施策の効果） 

〇 豊かな緑が守られ、多様な生物が生息するまち 
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現状と課題                                
 私たちが安全・安心な暮らしを送るためには、大気や水質の汚染、騒音・振動・悪臭等の

公害がないことが必要不可欠です。本市では、大気環境や河川等の水質、騒音やダイオキシ

ン類※26などのモニタリング調査、事業場等に対する規制・指導など環境汚染防止対策に取

り組んできました。 

本市の生活環境は概ね良好な状態であるものの、光化学オキシダント※27は環境基準を超

過する傾向があり、これは他地域や東アジアからの越境汚染が考えられ、全国的にも同様

の状況となっています。また、苦情相談窓口には、騒音振動や悪臭など「都市生活型」公

害に関する苦情が継続的に寄せられており、市民や事業者に対する啓発等が必要となって

います。（図４-３） 

今後も、大気や水質等のモニタリング調査や工場・事業場等に対する法令に基づく規

制・指導を継続するとともに、大気や水環境に関する啓発を行うことによって、安全・安

心に暮らせる良好な生活環境の保全と改善に努め、きれいな水や空気が守られ安全・安心

に暮らせるまちづくりに取り組みます。 

 

図４-６ 公害苦情件数の推移 

 

                                                                                                                                                            

※26 ダイオキシン類：塩素を含む有機化合物の一種で、塩素を含む物質を燃やしたときに発生する有害性の高い

物質のこと。 
※27 光化学オキシダント：工場・事業場や自動車などから排出される窒素酸化物や炭化水素等が紫外線を受けて

光化学反応を起こし生成する酸化力の強い物質の総称。 
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水は海や河川・湖沼等から蒸発し雨となって地表に降り注ぎます。地表に降った雨は地下

に浸透し地下水として流れ、やがて海や河川・湖沼に流れ込みます。このように水は絶えず

地球上を循環しており、私たちの生活を支える貴重な資源です。 

この豊かな水環境を守っていくには、生活排水対策や事業場に対する規制など、水環境の

改善や保全策が重要です。そのため、水質汚濁防止法などの関係法令に基づき、水質汚濁の

防止や土壌汚染対策等を行い、健全な水循環を維持し、または改善するための取り組みを推

進します。 

 市⺠の取り組み                              
 排水ネットの利用や油汚れのふき取りなど、生活排水による環境負荷低減への配慮 

 公共下水道整備区域や農業集落排水整備区域での接続への協力、未整備区域での合併

処理浄化槽の設置 

 水の再利用や節水の実施 

 事業者の取り組み                              
 公共下水道整備区域や農業集落排水整備区域での接続への協力、未整備区域での合併

処理浄化槽の設置 

 農薬などの適正使用や家畜排せつ物の適正管理 

 事業活動における適正な排水処理と関係法令の遵守 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

4-1-1 水資源の保全の推進 

〇 水質の調査及び保全                              

・ 河川、湖沼等の水環境について継続的な調査を実施し水質を把握するとと

もに、有害化学物質が流出した場合は、関係機関等と連携し速やかな対応

に努めます。 

4-2 大気環境等の保全と改善 

4-1 ⽔環境等の保全と改善 

4-1 水環境等の保全と改善 
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・ 森林や農地、緑地を適切に保全することで、それらが持つ水源かん養機能

の維持を図ります。 

・ 水源地や取水施設周辺への不法投棄等の監視に努めます。 

〇 生活排水対策の推進                            

「郡⼭市生活排⽔処理基本計画」「郡⼭市上下⽔道ビジョン」に基づき、総合的
かつ持続的な生活排⽔対策を推進します。 
・ 公共下水道の未整備区域について計画的な整備を行うとともに、下水道や

農業集落排水の計画区域以外は、合併処理浄化槽の設置や適切な維持管理

について啓発を行います。 

・ 排水ネットの利用や油汚れのふき取り等、家庭でできる台所排水について、

広報誌や市ウェブサイト等での周知・啓発に努めます。 

〇 雨水活⽤の推進                             

⽔資源の有効利⽤や降⾬時の浸⽔被害の軽減を図るため、⾬⽔貯留タンクの設置
費⽤や公共下⽔道への接続により不⽤となった浄化槽を再利⽤した⾬⽔貯留施設
の設置費⽤に対して補助を⾏い、⾬⽔活⽤施設の普及を促進します。 

〇 猪苗代湖の水環境保全                            

2025（令和７）年 7 月にラムサール条約湿地に登録されたことを契機として、
一層市⺠や関係団体、周辺市町村などと連携し、本市の⽔源である猪苗代湖の⽔質
や周辺環境の保全に取り組みます。 
・ 本市、会津若松市、猪苗代町の２市１町が参画する「猪苗代湖環境保全推

進連絡会」により、猪苗代湖の自然環境及び水質の保全について連携・協

力した取り組みを進めます。 

・ 水源環境保全に寄与するため、猪苗代湖の水の取り込み口である浜路取水

場付近の湖岸清掃を実施します。 

・ 水道水源である猪苗代湖の環境保全を啓発するために、市民参加による猪

苗代湖岸清掃を実施します。 

・ 湖水の透明度低下要因、ｐＨ上昇関与物質、富栄養化現象の動向等の調査

を継続実施することにより、湖水の汚染防止をするうえでの施策提言及び

対策を実施します。 
 

4-1-2 地下水、湧水の保全 

〇 地下水及び土壌汚染調査                            

⽔質汚濁防止法に規定する特定事業場等において、使⽤・製造される有害物質に
よる地下⽔・土壌の汚染状況を監視するため、地下⽔調査を定期的に実施します。 

〇 ダイオキシン類調査                            
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「ダイオキシン類対策特別措置法」に基づき環境中のダイオキシン類による汚染
状況を監視するとともに、発生源事業所に対する指導、監視、調査を実施します。 

〇 地盤沈下対策                             

「福島県生活環境の保全等に関する条例」に規定される、一定規模を有する揚⽔
施設の届出事務及び適正揚⽔量の管理指導を⾏います。 

4-1-3 工場・事業場などからの排出対策 

〇 関係法令などに基づく規制・指導の徹底                      

「⽔質汚濁防止法」及び「福島県生活環境の保全等に関する条例」に規定する事
業場等への⾏政指導及び⽴⼊調査や関連法令に基づく届出の審査及び指導を実施
することにより、公共⽤⽔域の⽔質保全に努めます。 

 

表４-１ 市内のダイオキシン類の環境調査概要 

調査の種類 実施状況 

大気（一般環境） 市内 1 地点において、夏期及び冬期の年 2 回調査を実施。 

公共⽤⽔域⽔質（河川） 市内 2 河川において、夏期及び冬期の年 2 回調査を実施。 

公共⽤⽔域底質（河川） 市内 2 河川において、夏期の年 1 回調査を実施。 

地下⽔質 
市内 10km メッシュ 16 地点をローリング⽅式により、毎年 2

地点の調査を実施。 

土壌（一般環境） 市内の公共施設等の土壌１箇所の調査を実施。 

土壌（発生源周辺） 
市内の廃棄物焼却炉を持つ事業場の内、２事業場周辺土壌の調

査を実施。 

※2020（令和２）年度は、いずれの調査でも基準値未満でした。 
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私たちが健やかな生活を送るためには、大気汚染対策や騒音・振動対策が必要です。各種

環境基準を満たしているかモニタリングを実施するとともに、環境基準を超える汚染が明

らかになった場合には、大気汚染防止法などの関係法令に基づき、原因物質の排出抑制に向

けた対策や、規制基準を満たしていない事業者などに対して調査・指導を実施していきます。

また、環境負荷の少ない次世代自動車の普及や公共交通機関の利用促進、道路環境の整備に

より自動車から排出される有害化学物質の削減に取り組みます。 

 市⺠の取り組み                              
 徒歩、自転車、公共交通機関による移動やカーシェアリングの実施 

 エコドライブの実施や次世代自動車などの購入 

 生活騒音に関して近隣への配慮 

 事業者の取り組み                              
 ノーマイカーデーやエコ通勤、時差出勤やリモートワーク等の実施 

 業務用車両でのエコドライブやアイドリングストップの実施、次世代自動車の導入 

 事業活動における汚染物質等の排出削減 

 騒音・振動・悪臭が発生する施設や作業時における周辺への配慮 

 関係法令を遵守し、工場・事業所などから排出される大気汚染物質などの適正処理 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

4-2-1 有害化学物質の発生抑制 

〇 次世代⾃動⾞の普及と⾃動⾞の適正利⽤の推進                   

環境負荷の少ない次世代⾃動⾞の普及や⾃動⾞の適正利⽤を推進することで、⾃
動⾞からの有害化学物質の排出抑制を図ります。 
・ 購入補助制度やなどにより、次世代自動車の導入を促進します。 

・ 公用車への次世代自動車の導入を推進します。 

・ エコドライブやアイドリングストップなど自動車の適正利用を推進しま

す。 

・ ノーマイカーデーやエコ通勤の推進、普及啓発を行います。 

・ 市民向けの普及啓発活動を行い、市が実施しているモビリティ・マネジメン

トへの取り組みについての周知を図ります。 

〇 ⾃動⾞交通対策                             

4-2 大気環境等の保全と改善 
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⾃動⾞から公共交通機関や⾃転⾞・徒歩への転換促進、交通渋滞の緩和を図り、
⾃動⾞の利⽤を抑制することで⾃動⾞交通に起因する有害化学物質の排出、振動、
騒音の軽減・防止を図ります。 
・ 地域ニーズを踏まえた誰もが使いやすく、利便性の高い公共交通体系の構

築と安全で快適な自転車及び歩行空間の整備を図ります。 

・ 交通渋滞の緩和、円滑な自動車の移動を図るため、幹線道路網の効率的な

整備を進めます。 

〇 大気環境の保全                             

大気中の汚染物質である窒素酸化物※28、硫⻩酸化物※29、光化学オキシダント（光
化学スモッグの原因物質の一つ）、微⼩粒⼦状物質（ＰＭ2.5※30）等を常時監視す
るとともにダイオキシン類、有害大気汚染物質、酸性⾬※31等の調査を実施し、大
気環境の保全に努めます。 
・ 大気測定局で有害化学物質の常時観測を行い、大気環境の状況を把握しま

す。 

・ 原則禁止されている野外焼却（野焼き）の防止に対する啓発・監視を行い

ます。 
 

 

  

                                                                                                                                                            

※28 窒素酸化物：光化学オキシダントや酸性雨などを引き起こす大気汚染原因物質であり、工場・事業場や自動

車から排出されます。環境基本法によって環境基準が定められています。 
※29 硫黄酸化物：酸性雨を引き起こす大気汚染原因物質であり、硫黄を含む石油・石炭などを燃焼したときに発

生します。環境基本法によって環境基準が定められています。 
※30 PM2.5：大気中に浮遊している 2.5μm（1μmは 1mm の千分の 1）以下の小さな粒子のことで、粒子が非常に小

さいため（髪の毛の太さの 1/30 程度）、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循環器系へ

の影響が心配されています。 
※31 酸性雨：空気中に放出された酸性物質（硫黄や窒素の酸化物）が溶け込んで地表に降ってくる雨のことで、

酸性雨によって河川や湖沼、森林等が酸性化し生物に影響を与えたり、降雨により建築物が腐食する等の影

響があります。 
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〇 アスベスト対策                             

一般環境大気中のアスベスト濃度については環境基準が定められておらず、常時
監視の義務も課されていません。しかし、環境大気中のアスベスト濃度を継続的に
監視、把握することは安全・安心を確保する上で重要であることから、その実態を
調査し情報提供を⾏います。 
・ 環境大気中のアスベスト濃度の調査を行うとともに、今後アスベストを使

用した建築物の解体工事の増加が見込まれることから、適切な飛散防止に

ついて啓発を行います。 

〇 ＩＣＴを活⽤した環境情報の収集及び提供                      

国、県による化学物質の規制の動向や、環境中の挙動に関する調査・研究結果等
の情報収集に努めます。また、ＩＣＴを活⽤して環境に関する測定データや情報を
市ウェブサイト、広報誌などにより市⺠や事業者へ情報提供を⾏います。 
・ 24 時間・365 日観測しているデータを市ウェブサイトで公開します。 

・ 大気汚染物質が環境基準を超過し注意報等が発令された場合は、防災無線

等により市民への周知を図ります。 
 

4-2-2 騒音・振動・悪臭の発生抑制 

〇 騒音・振動の調査及び防止対策の推進                   

⾃動⾞や事業場、建設作業などによる騒音・振動の調査を実施し、生活環境の監
視・保全に努めます。また、福島県⾼速交通公害対策連絡会議を通じ、⾼速⾃動⾞
道及び東北新幹線鉄道の各事業者に対して、騒音・振動の低減についての要望活動
を⾏います。 

〇 悪臭防止対策の推進                           

事業活動に伴って発生する悪臭を防止するため、関係法令や郡⼭市悪臭対策指針
により⼯場・事業場の悪臭改善指導を⾏い、市内全域における悪臭防止に努めま
す。 

4-2-3 工場・事業場や建設作業等への規制・指導 

〇 関係法令などに基づく規制・指導の徹底                   

事業者への⽴⼊検査を実施し、大気汚染防止法等、関係法令に定められている基
準の遵守を図るとともに、汚染が発生した場合には、汚染物質の除去等の対策が適
切に実施されるように指導します。 
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№ 環境指標 現況値 
目標値 

(2029 年度) 

4-① 

工場・事業場からの排出ガス基

準達成率（大気汚染防止法） 
  

大気汚染防止法に基づき、工場・事業場から排出されるガスの基準達成状況と

します。 

4-② 

市内の河川水質（BOD）の環境基

準達成率 
  

市内の河川（７地点）における水質調査地点での、水質の汚れ具合を示す BOD の

測定値の環境基準達成状況とします。 

阿武隈川（阿久津橋）、五百川（石筵川合流後）、逢瀬川（馬場川合流前・幕

ノ内橋上流・阿武隈川合流前）、大滝根川（阿武隈川合流前）、谷田川（谷田川

橋） 

4-③ 

ダイオキシン類環境基準達成率   

大気、河川の水質、河川の底質、地下水、土壌におけるダイオキシン類の環境

基準達成状況とします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 

大気汚染や水質汚濁が発生せず、きれいな空気と水が守られている

とともに、騒音や振動、悪臭に関する苦情も少なくなり、快適な生活

環境が保たれています。 

また、市民、事業者、関係団体等と行政の連携した活動により、猪

苗代湖の水質も改善され、市を代表する景勝地・観光地として親しま

れ、市内外から多くの方が訪れています。 

期待される将来の姿（施策の効果） 

〇 良好な生活環境が確保され、快適に暮らせるまち 

調整中 

調整中 

調整中 
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現状と課題                                
複雑・多様化する環境問題を解決するためには、一人ひとりが環境に関する正しい知識を

持ち、普段の生活と環境との関わりを理解し、主体的・積極的に環境の保全や創造の取り組

みを実践することが必要です。 

そのためには、環境に配慮した持続可能な社会の担い手を育成することが重要であり、子

どもから大人まで各ライフステージに応じた環境学習・環境教育の機会を提供するととも

に、啓発活動や環境保全活動などの取り組みをより一層進めていく必要があります。 

本市では、学校での環境教育や公民館等での生涯学習、市民が参加する自然体験イベント、

地域で環境保全活動に取り組む団体への支援を行ってきました。 

特に、学校教育においては、学校教育推進構想に「ESD（持続可能な開発のための教育） 

の推進」を位置づけ、全市立学校にて環境教育全体計画を作成し、環境教育が実践されてい

ます。 

今後も、環境教育・環境学習の更なる充実と環境情報の積極的な発信などにより、環境に

対する関心・知識を高めていきます。また、市民、事業者、環境関連団体、他自治体などと

連携し、パートナーシップによる取り組みを通じて、環境に優しい地域づくり・人づくりを

推進し、環境を思いやる人がたくさんいるまちづくりに取り組みます。 

 

 

 

  

柱５ 
環境を思いやる人がたくさんいるまちづくり 

【環境意識の啓発】 
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環境保全活動を実践するためには、環境問題が自分たちの生活にどのように関わってい

るのかを正しく理解し、環境に対する意識を高め、具体的な行動につなげていくことが重要

です。そのために、子どもから大人まで幅広い世代に対し、各ライフステージに応じた多様

な場や機会での環境教育・環境学習を推進します。 

 市⺠の取り組み                              
 学校等における環境教育・環境学習への参加・協力 

 環境学習講座への積極的な参加 

 家庭や地域における環境教育の実践 

 事業者の取り組み                              
 学校等における環境教育・環境学習への協力 

 市民向けの環境学習講座の実施 

 社員等への環境教育の実施 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

5-1-1 環境教育の充実と普及 

〇 保育所や学校などにおける環境教育の推進                   

次世代を担う⼦どもたちに対し、環境についての興味・関心を⾼め、また理解を
深めるため環境教育の充実を図ります。 
・ 保育所において、グリーンカーテンの設置や花、野菜などを栽培し、自然

環境への関心を高めます。 

・ 各小・中学校において、ESD を推進し、横断的な学習の中で環境について

の理解を深めるとともに、自然環境を大切にした行動がとれる児童生徒を

育成します。 

・ 「ふくしまゼロカーボン宣言」事業を推進します。 

5-1 環境教育・環境学習の推進 

5-2 環境保全活動への支援 

取り組みの柱５  

5-1 環境教育・環境学習の推進 
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・ 環境教育資料「郡山市のかんきょう」を活用し、学校や家庭での環境学習

を促進します。 

・ 市内の全学校に対し、」2050 年カーボンニュートラルの実現に向けたふく

しまゼロカーボン宣言事業への参加を呼びかけ、環境に対する意識高揚を

図ります。 

〇 市⺠向けの環境学習講座の開催                      

環境問題はあらゆる世代に影響がある課題であることから、生涯学習としての環
境教教育を推進します。 
・ 家庭や地域社会での環境保全の意識を高めるため、学校や公民館などにお

ける出前講座を開催します。 

・ 地域で活躍する人材や団体等の確保・育成を図るとともに、学習を通じて

身に着けた知識や技能、経験を地域で発揮できる仕組みづくりに努めま

す。 
 

5-1-2 環境学習の場の提供 

〇 ⾃然とふれあう体験学習の推進                              

環境に関する意識や身近な⾃然の大切さの認識向上を図るため、⾃然とふれあう
機会の充実を図ります。 
・ 自然観察会や森林環境学習、農業体験など市民が参加する学習・体験機会

の充実を図ります。 

・ 福島県や関係団体等と連携した水生生物調査や指導者育成、グリーンツー

リズムなどに取り組みます。 

・ ラムサール条約湿地に登録の猪苗代湖のワイズ・ユース（賢明な利用）に

むけた学習の場づくりを進めます。 
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環境問題に対する取り組みには、市民・事業者・環境関連団体などあらゆる主体の参加と

連携が不可欠です。市民一人ひとりが環境問題を自らの問題として関心を持ち、具体的な行

動につなげられるよう、環境情報の発信や環境づくり、環境保全活動への支援、環境保全活

動を担う人材の育成などに対し、様々な主体とのパートナーシップにより取り組んでいき

ます。 

 市⺠の取り組み                              
 環境に関するイベントへの参加 

 地域で行う環境保全活動への参加 

 環境に関する情報の有効活用 

 環境保全活動を担う人材の育成 

 事業者の取り組み                              
 環境に関するイベントへの協力 

 地域で行う環境保全活動への参加・協力 

 気候変動対策に関する取り組みへの協賛 

 環境に関する情報の有効活用 

 環境保全活動を担う人材の育成 

 市の取り組み                              

施 策の展開 

5-2-1 環境情報の発信 

〇 環境情報の収集・発信と内容の充実                     

地域や国内外における最新の環境に関する情報を積極的に収集し、ICT を活⽤し
誰にでも分かりやすいかたちで情報の提供を⾏います。 
・ 環境に関する国内外の動向、最新技術など幅広く情報を収集します。 

・ 本市の環境の現況や取り組みの実績をまとめた年次報告書「郡山市の環境」

を公表します。 

・ 県が実施している環境分野の専門知識を持つ「環境アドバイザー」派遣制

度の周知を図ります。 

・ 情報発信にあたっては、広報紙だけでなく、本市ウェブサイトや SNS、公

式 YouTube など、ICT を活用した環境情報の積極的な発信と内容の充実に

努めます。 

5-2 環境保全活動への支援 
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・ 普段の日常生活における二酸化炭素排出量を把握できる「環境家計簿アプ

リ」の周知啓発を行い、身近に地球温暖化問題を感じることができるよう

にします。 

・ 郡⼭市環境ワンクリック募⾦により、市民の環境への意識を向上させるととも
に、寄付金による地域の気候変動対策の啓発活動を推進します。 

 

5-2-2 環境啓発推進のための体制づくり 

〇 環境に関するイベント等での啓発活動の充実                   

環境に関するイベントの開催や出展等により啓発活動を⾏うことで、環境意識の
⾼揚を図ります。 
・ 市の主催・共催、他団体が主催する各種イベントにて、環境に関する啓発

活動を行います。 

・ 地元プロスポーツチームなどと連携し「デコ活」の普及啓発を推進します。 

・ 地球環境や人、社会、地域に配慮した消費行動である「エシカル（倫理的）

消費」の普及啓発を推進します。 

・ 地球温暖化防止につなげる”運転技術”や”心がけ”である「エコドライ

ブ」の普及啓発を推進します。 

〇 郡山市次世代エネルギーパークを核とした環境学習拠点の整備・充実                    

2020（令和２）年 12 月に認定を受けた「郡⼭市次世代エネルギーパーク」を
活⽤し、環境に調和したエネルギーや本市の歴史について、市⺠、事業者の理解促
進を図ります。 
・ パンフレット等を作成し、次世代エネルギーに対する理解促進を図ります。 

・ 再生可能エネルギー施設やごみ処理・リサイクル施設などの見学ツアーを

行い、再生可能エネルギーや５Ｒの重要性について啓発を行います。 

・ 富久山クリーンセンター内の体感型環境学習施設を活用し、市⺠の脱炭素化
⾏に向けた 動変容を促します。 

〇 開発事業における⾃然環境への配慮                      

環境に大きな影響を及ぼすおそれのある開発事業については、事業者等に対し環
境に配慮した事業となるよう促し、必要な助⾔・指導を⾏います。 
・ 大規模な事業について、環境影響評価制度により環境に十分に配慮した事

業となるよう必要な意見を述べます。 

・ 環境影響評価制度に該当しない小規模な開発行為については、庁内での情

報共有を図ります。 
 

5-2-3 環境保全活動を担う人材の育成 

〇 パートナーシップによる環境保全活動の推進                     



 
第 4 章  施策の展開 

－86－ 

第
４
章 

市⺠や関連団体、近隣市町村等と連携した取り組みを推進し、環境保全活動を担
う人材育成に取り組みます。 
・ 河川や公園、道路などの環境保全活動に取り組む団体に対し、その活動に

対する支援を行います。 

・ 地域の特性や市民力を生かした環境美化・保全など各種環境活動を行い、

魅力と活力のあるまちづくりに先導的又は先進的な役割を果たしている

市民、団体、事業者等を表彰し協働によるまちづくりを推進します。 

・ 市内外の大学や研究機関等との連携により環境分野の人材育成を推進しま

す。 ⼭ ⾦郡 市環境ワンクリック募 を通じて、 ⺠ ⾏ ⼀市 、事業者、 政が 体となった

気候変動対策を推進します。 

・ 本市を含む周辺市町村で構成する「こおりやま連携中枢都市圏」の活動に

より、持続可能で魅力ある圏域の発展に取り組みます。 
 

 

 

 

 

№ 環境指標 現況値 
目標値 

(2029 年度) 

5-① 

環境に関する出前講座実施回数   

本市が実施する環境に関する出前講座の実施回数。出前講座を通じて、子ども

から大人まで多くの市民に環境意識の高揚を図ります。目標値は、現況値の約 2

倍とします。 

5-② 

環境ワンクリック募金への協賛

事業者数 
  

 

 

 

5-③ 

他団体等と連携した環境活動の

取り組み数 
  

本市と協定を締結している団体や研究機関等と連携して実施した環境活動の実

施数。本市が共催、後援等を行ったイベントや連携して実施した活動など、パー

トナーシップによる環境保全に係る活動を推進します。目標値は、現況値の約３

倍とします。 

 

 

調整中 

調整中 

調整中 
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〇 脱炭素社会への取り組みが加速するまち 

学校や家庭、地域において、子どもからお年寄りまで各ライフステ

ージに応じた環境学習・環境教育が普及し、市民や事業者の環境意識

が高まり、環境にやさしいライフスタイルを実践する市民が増えてい

ます。 

さらに、環境保全活動が活発になり、活動を行う団体や参加する人

も増えるなど、地域で環境の保全・創出に取り組むまちになっていま

す。 

期待される将来の姿（施策の効果） 

〇  
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郡⼭市の原⼦⼒災害対策のこれまでの取り組み           

（１）除染と除去土壌等の搬出に関する実施状況について           

本市は、「郡山市ふるさと再生除染実施計画」に基づき、比較的放射線量の高い地区

から優先的に除染を実施し、除染は 2017（平成 29）年度に完了しました。 

除染により発生した除去土壌等については、2015（平成 27）年度から搬出を開始し、

一般住宅等に仮置きされている除去土壌等の搬出は、2021（令和３）年８月におおむね

完了しました。国が行う中間貯蔵施設への輸送は、2022（令和４）年３月におおむね完

了しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

原⼦⼒災害からの環境回復 

除染作業の様子 

搬出作業の様子 

除去土壌仮置場 

輸送作業の様子 

図４-７ 除染・搬出の実施状況 

図４-８ 除染・搬出に要した費用 

表４-３ 除染・搬出に要した年度別費用（億円） 

表４-２ 除染・搬出の年度別実施状況（％） 

単位（％） 

単位（億円） 

項目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 計
住宅等除染 0.1 71.3 220.6 354.3 261.8 287.3 1195.4
農地等除染 0.4 3.9 9.2 11.0 6.8 13.6 7.9 52.8
公共施設除染（ため池含む） 4.0 16.0 30.6 17.8 6.7 0.1 11.4 86.6
仮置場整備 0.1 1.5 1.2 3.3 0.8 0.1 0.1 0.4 0.5 2.6 10.6
搬出作業（積込場含む） 2.7 7.2 95.0 112.1 131.1 201.8 67.6 4.6 622.1
道路等除染 0.3 9.5 35.7 108.9 149.6 53.3 357.3
事務費 0.1 0.7 6.1 1.7 2.0 0.4 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.2 12.8
合　計 4.6 92.2 276.1 422.0 390.1 461.5 168.8 112.4 131.4 202.6 68.5 7.4 2337.6

0

20

40

60

80

100

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

保育所・幼稚園の除染 公園の除染 小中学校の除染

一般住宅等の除染 農地の除染 道路の除染

土壌の搬出

2022 年 

項目 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
保育所・幼稚園の除染 1.7 100.0
公園の除染 10.6 24.7 54.3 100.0
小中学校の除染 2.3 43.2 100.0
一般住宅の除染 0.1 20.5 42.6 78.5 95.8 100.0
農地の除染 4.5 20.3 35.8 59.3 80.3 100.0
道路の除染 0.1 0.1 5.3 17.7 70.5 100.0
土壌の搬出 0.0 0.2 15.2 35.0 68.1 95.4 99.8 100.0
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（２）市内の空間放射線量の推移について                 

市内の空間放射線量は、放射性物質の壊変による物理的減衰、風雨などの自然要因に

よる減衰（ウェザリング効果）、これまで実施した除染等により、事故直後に比べて大

きく低減し、現在の平均値は 0.09μSv/h 程度で安定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-10 市内の空間放射線量 

図４-９ 空間放射線量率の変化 

R４年７月 
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 （３）原⼦⼒災害対策に関する情報発信                   

①除染情報ステーション 
除去土壌等の搬出の進捗状況や流れ、市内

の空間放射線量の情報など、大型タッチパネ

ル等で分かりやすくご覧いただける展示コー

ナー「除染情報ステーション」を市役所本庁舎

１階市民ホールに設置し、情報発信していま

す。 

②放射線量モニタリングマップ等 
2023（令和５）年３月に汚染状況重点調査地

域の指定が解除され、本市独自の空間放射線

量測定は終了しましたが、これまでの結果を

郡山市ウェブサイト上で公開しています。ま

た、水道水、農産物、食品等の放射能検査結果

も公開しています。 

③郡⼭市からの避難者への情報提供 
本市から自主的に避難している方に対して、「広報こおりやま」などの各種市政情報

について定期的に提供しています。また、県外で開催されている避難者交流会等に職員

を派遣して、本市の原子力災害に対する取り組みの現状等を説明しているほか、避難し

ている方からの各種相談も受け付けてきました。今後も避難している方に対し、必要な

情報を提供していきます。 

  ・市外へ自主避難している方へ送付した「広報こおりやま」等の発送件数：＿＿＿＿件 

  ・県外で開催された「避難者交流会」等に参加した避難者数：約＿＿＿人 

(どちらも 2025（令和７）年＿月＿日現在) 

 

サーベイメータ モニタリングポスト 

除染情報ステーション 

放射線量モニタリングマップ 
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（４）放射線からの健康管理と⾷の安全                   

①ホールボディカウンタによる内部被ばく検査 
原発事故に伴う放射線の人体への健康影響を評価し、市民の長期的な健康管理を図る

ため、全市民を対象に保健所等においてホールボディカウンタによる内部被ばく検査を

実施してきました。市による検査は令和４年度で終了しましたが、県が所有する車載式

ホールボディカウンタにより検査を実施しています。 

・開始時期：2012（平成 24）年６月７日 

・場  所：郡山市保健所 

・検査対象：全市民 

・台  数：立位式２台、チェア式１台 

・これまでの検査結果：2023（令和５）年３月末までに、延べ 180,242 名（県実施分を含

む。）の検査を実施しており、これまで受検した方の生涯における

放射性セシウムの摂取による内部被ばく線量は、全員が１mSv 未満

でした。 

表４-４ 内部被ばく受検者数（県実施分を含む） 

年  

度 

平成 24 年

度 

平成 25 年

度 

平成 26 年

度 

平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

受検者

数 
40,968 人 44,002 人 44,723 人 17,792 人 14,702 人 7,255 人 

年  

度 

平成 30 年

度 
令和 1 年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 計 

受検者

数 
6,049 人 4,318 人 240 人 159 人 34 人 180,242 人 

 

②超音波検査機器による⼦どもの甲状腺検査 
・実施主体：公立大学法人福島県立医科大学 

・対 象 者：①震災時福島県に居住し、おおむね 18 歳以下であった方 

②1992（平成４）年４月２日～2012（平成24）年４月１日に福島県で生まれた方 

表４-５ 甲状腺検査受診者数（郡山市の実施状況） 

検  査 学校検査開始時期 対象者数 受信者数 

先行検査（検査１回目） 

（平成 29 年３月 31 日現在） 
平成 24 年 10 月１日 64,377 人 54,062 人 

本格検査（検査２回目） 

（平成 30 年３月 31 日現在） 

平成 26 年 11 月５日 
66,759 人 48,047 人 

本格検査（検査３回目） 

（令和２年３月 31 日現在） 
平成 28 年 10 月 27 日 59,469 人 38,118 人 

本格検査（検査４回目） 

（令和４年 6月 30 日現在） 
平成 30 年９月 28 日 52,558 人 33,390 人 

未更新 
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本格検査（検査 5 回目） 

（令和 6年 12 月 31 日現在） 
令和 2 年●月●日 45,739 人 20,620 人 

 
③個⼈積算線量の測定 

2011（平成 23）年 10 月から、希望する中学生以下の子どもを対象に「バッジ式積算

線量計」を配付して、その測定結果をお知らせしてきました。これまでの測定結果につ

いて、本市原子力災害対策アドバイザー（令和５年度においては、福島県「放射線と健

康」アドバイザリーグループ）から「健康に影響を与える数値ではない」との見解をい

ただいています。なお、本事業は令和５年度末をもって終了しました。 

 

 
図４-11 バッジ式積算線量計の測定結果の推移（測定期間の平均値を１年間に換算） 

 

④小中学校、保育所等の給⾷検査 
給食センター、小中学校の全ての自校給食校、さらに保育所等において、基準値を

10Bq/kg と設定して、食材と給食の検査を毎日行い、検査の結果を郡山市ウェブサイト

上で公開してきました。なお、本事業は令和５年度末をもって終了しました。 

 

⑤自家消費野菜等の放射能検査 
食品に対する不安を解消するため、各行政センターやニコニコこども館などで自家消

費野菜等の放射能を検査してきました。 
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2012（平成 24）年から 42 個所で検査を開始し、2019（平成 31）年度からは検査場所

を市内９個所に集約、2023（令和５）年度からは検査場所を１箇所に集約し実施してい

ます。今後も市民の不安解消のため、検査を継続していきます。 

・これまでの検査件数：76,635 件（2025（令和７）年＿月＿日現在）  
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（５）⼦どもたちの元気づくり                        

①郡⼭市震災後⼦どものケアプロジェクト（事業実施年度︓平成 22 年度〜） 
2011（平成 23）年３月 29 日に郡山医師会など関係団体と連携して、「郡山市震災後

子どもの心のケアプロジェクトチーム」を立ち上げ、子どもたちの心や体のケアに取り

組みました。また、2012（平成 24）年８月 11 日に子どもたちが明るく健やかに成長す

るための環境づくりをより一層促進するため、名称を「郡山市震災後子どものケアプロ

ジェクトチーム」に変更するとともに、組織体制の強化を図りました。なお、事業が軌

道に乗り、手法が確立できたことから、2018（平成 30）年８月 11 日にチームは廃止し、

事業は 2022（令和４）年度に終了しました。 

 

②⼦どもの遊び場等整備 
子どもたちが元気にのびのびと成長できるよう、遊び場を整備しました。 

表４-６ 主な遊び場整備状況 

年 度 時 期 対象者数 

平成 23 年度 12 月 PEP Kids Koriyama（ペップキッズこおりやま） 

平成 28 年度 

11 月 大槻公園「子どもの遊び場」 

2 月 
八山田こども公園「子どもの遊び場」 

大安場史跡公園「子どもの遊び場」 

3 月 郡山カルチャーパーク「子どもの遊び場」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「PEP Kids Koriyama」（ペップキッズこおりやま） 

八山田こども公園 郡山カルチャーパーク屋内子どもの遊び場 


